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通信販売はクーリング・オフが適⽤されません。

!TROUBLE お試しのつもりが定期購入に（通信販売）

相談の多い商品
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!

!TROUBLE 健康食品のトラブル

健康⾷品は「⾷品」です。「医薬品」ではありません。
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〇⽉×⽇（⽉） 10︓00

お客様宛てにお荷物の
お届けにあがりましたが、
不在のため持ち帰りま
した。下記よりご確認く
ださい。
http//:〇〇〇.com

!

!TROUBLE

対処法は無視︕不審なショートメールにご注意 !!

ショートメール（SMS）のトラブル
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「入会登録完了しま
した。ご利用料金
30万円ですので
３日以内に
お支払いください。」

!

パソコン､スマートフォンや携帯電話を使った架空請求に注意︕

あわてて連絡したり、お⾦を⽀払ったりしないようにしましょう。

ＩＰＡ（独⽴⾏政法⼈ 情報処理推進機構）について

!TROUBLE 架空請求トラブル
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600,
000

!

相談の多い商品・
サービス

!TROUBLE 点検商法・次々販売

契約をせかされても⼀度引き取ってもらい、
他の業者と⾦額などを⽐較しましょう。
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!TROUBLE　催眠商法（ハイハイ学校）

「無料」、「格安」につられて会場へ⾏くのは要注意︕

相談の多い商品・
サービス
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判断能⼒がない⼈の契約トラブル対策

活⽤しよう︕消費者契約法

!TROUBLE　契約とは？ 契約＝約束です
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!TROUBLE クーリング・オフ制度

クーリング・オフの手続き

（特定商取引法）
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多重債務になってしまったとき

多重債務問題

!TROUBLE クレジットのしくみ
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その１ ⾒知らぬ⼈の親しげな接近に要注意

その２ うまい話には落とし⽳

その３ ハッキリ⾔おう「いりません︕」

その４ 決断は急がずに

その５ 署名・押印は契約書をよく読んでから

その６ 預貯⾦、 家族構成などのプライバシーは明かさない

その７ 「おかしいな」 「困ったな」 と思ったらすぐ相談

!TROUBLE トラブル防止７か条
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当冊子に掲載されている画像等の無断転載はご遠慮ください。
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